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①国税庁の組織等 



15,745

3126

9,491

(   174人）

(     39人）

(     54人）

1530 52 63

1,651

48

2,527

（単位：人、署）

2,062 462

36 6

福岡 熊本 沖縄

84

2,210 3,240 6,145

83 50

名古屋 広島

1,347

大阪

6,141 3,217

（特別の機関）

局（所）名

国税不服審判所

金沢

調 査 査 察 部

国 税 審 議 会

税 務 大 学 校
（施設等機関）

署数

定員

札幌 仙台 関東信越

（   334人）

（   477人）

東京

（注）・　各定員数は平成22年度の定員である。
　　  ・　国税局の定員の内訳には、部次長以上（136人）、研修生（497人）及び行㈡職員等（228人）が含まれていない。
　　　　　また、税務署の定員の内訳には、署長・副署長（1,078人）及び行㈡職員等（778人）が含まれていない。

徴 収 部 門

【12局（所）】 【524署】

（ 3,309人）

総 務 課

（715人、1.3％）

( 2,317人）

（ 2,883人）

管 理 運 営 部 門 （ 7,358人）

（４万3,731人、77.7％）

税務広報広聴官 （    126人）

（ 2,493人）

課 税 部

（内部部局） 総 務 部

課 税 部
徴 収 部

(   448人）

（13,061人）

酒 類 指 導 官 （    774人）

国税庁の機構　(総定員：56,261人)

国 税 庁
国 税 局 ・

沖 縄 国 税 事 務 所 税 務 署

長 官 官 房

（審議会等）

（1万1,004人、19.6％）

徴 収 部

調 査 部

査 察 部

総 合 調 査

個人課税部門

資産課税部門

（ 1,251人）

（ 2,295人）

（10,776人）

（    300人）

（注）１．上記の定員は、国税局及び税務署の定員の合計である。
　　　２．上記の定員のほかに、研修生の定員（497人）がある。

平成22年度　各国税局の定員と税務署数

高松

（ 1,397人）

（ 3,678人）

法人課税部門
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②申告、調査、滞納状況 
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 　(注)　いずれも翌年３月末日までに提出された申告書の計数である。

所　得　税　の　申　告　人　員　等　の　推　移

659 663 699 735 781 
867 864 882 909 862 

981 1,000 1,039 1,063 1,094 1,082 
1,196 1,225 1,269 1,284 1,299 

797 
855 856 858 843 

822 802 824 827 

622 

740 727 708 687 693 744 

829 823 777 752 718 

242 213 216 219 238 
238 261 259 267 

462 
307 311 319 337 352 341 
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申告納税額 申告書提出人員 

下記以外 

納税人員 

還付人員 

申告納税額 

2,362 2,369 2,367 

53,637 

66,023 

65,752 

40,893 

42,594 

34,306 

34,647 

36,302 

35,013 

29,430 
26,110 

26,753 

25,697 

23,891 

23,709 

24,058 

26,734 
28,971 

29,987 
26,495 

22,725 
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 　(注)　平成19年度までは７－６月申告ベースで集計しており、平成20年度からは４－３月決算ベースで集計している。

法　人　税　の　申　告　件　数　等　の　推　移

2,162  
2,290  

2,426  2,479  2,525  2,558  2,600  2,641 2,642 2,663 2,681 2,701 2,715 2,723 2,727 2,742 2,767 2,787 2,799 2,805 2,786 
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180,000 

 

160,000 

 

140,000 

 

120,000 

 

100,000 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告税額 申告件数 

申告件数 

申告税額 
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実地調査の件数

（単位：千件）
事務年度

5 10 15 16 17 18 19 20 21

個　　人 156 145 70 49 55 63 61 104 102

法　　人 177 177 115 124 143 147 147 146 139

相　　続 12 15 13 14 14 14 14 14 14

※ 個人の平成20年度以降の件数には、実地着眼調査の件数を含む。

項目 
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　実地調査１件当たりの申告漏れ所得金額（課税価格）

【個 人】 【法 人】 

835 846 

965 

887 879 

0 
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1,000 

17 18 19 20 21 

（万円） 

（事務年度） 

1,164 1,176 
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911 

1,474 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 
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17 18 19 20 21 

（万円） 

（事務年度） 

2,730 

2,899 
2,975 

2,902 2,882 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

17 18 19 20 21 

（万円） 

（事務年度） 

【相 続】 

※ 着眼調査によるものを除いている。 
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11,691  

14,118  

17,048  

20,516  

23,280  

24,980  

26,606  

27,031  

27,830  
28,149  

27,661  

26,668  

24,842  

22,519  

20,228  

18,673  

17,844  

16,844  
16,151 

15,538  
14,955  

0  

5,000  

10,000  

15,000  

20,000  

25,000  

30,000  

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

（億円） 

（年度） 

新規発生額 

整理済額 

滞納整理中のものの額 

全税目の租税滞納状況の推移 

(注)１ 実数値は滞納整理中のものの額を示す。 

  ２ 地方消費税を除く。 
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0  

5,000  

10,000  

15,000  

20,000  

25,000  

30,000  

元 2 3 4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

（億円） 

（年度） 

15,538 

14,955 

源泉所得税（2,973） 

申告所得税（4,007） 

法   人   税（2,000） 

相   続   税（1,522） 

消   費   税（4,419） 

そ   の   他 

（35） 

26,606 

28,149 
27,661 

26,668 

24,842 

22,519 

20,228 

18,673 

27,031 

27,830 

 11,691   

14,118 

17,048 

20,516 

23,280 

24,980 

17,844 
16,844 

16,151 

(注) 地方消費税を除く。 

滞納整理中のものの額の推移 

10



141  

548  
989  

1,804  

2,752  

3,359  

3,861  

4,242  

5,112  

6,146  

6,323  6,299  
6,183  

5,783  

5,296  

4,885  
4,875  

4,655  

4,592 
4,537  

4,419  

0  

1,000  

2,000  

3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

8,000  

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

（億円） 

（年度） 

新規発生額 

整理済額 

滞納整理中のものの額 

消費税の租税滞納状況の推移 

(注)１ 実数値は滞納整理中のものの額を示す。 

  ２ 地方消費税を除く。 
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③国際化への対応等 
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16,654 
17,247 

16,259 

13,255 

20,493 

5,332 

4,261 4,458 
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海外取引に係る課税状況（法人税）の推移 

申告漏れ所得金額 
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申告漏れ所得金額 

移転価格課税に係る 
申告漏れ所得金額 

事務年度 

億円 
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移 転 価 格 税 制 

○ 移転価格税制とは、国外関連者との取引について、その価格が第三者間の取引価格（独

立企業間価格）と異なることにより、我が国の課税所得が減少している場合に、その取

引が独立企業間価格で行われたとみなして所得を計算し課税する制度で、昭和 61 年度税

制改正により導入。 

 ※ 国外関連者とは、我が国企業（法人）との間に次の特殊の関係のある外国法人 

① 一方の法人が他方の法人の株式等の 50％以上を直接・間接に保有する関係（持株関係） 

② 両方の法人が同一の者によってそれぞれその株式等の 50％以上を直接・間接に保有される関係  

（持株関係） 

③ 一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部を実質的に決定できる関係（実質支配関係） 

④ 一方の法人と他方の法人との間が、持株関係又は実質支配関係のいずれかで連鎖している関係 

 
○ 企業が租税回避の意図をもって恣意的な価格設定を行ったか否かは問わないとされて

いる。 

  （参考）OECD 移転価格ガイドライン（1.2）（抜粋） 
税務上の調整は、租税を最小限に抑えることや租税回避という意図が全くない場合にも行うことが

適切な場合がある。移転価格算定の検討は、たとえ移転価格政策が脱税又は租税回避の目的に用いら

れているかもしれない場合であっても、それらの問題の検討と混同されるべきではない。 

○ 居住者又は内国法人が、移転価格課税について、租税条約の規定に基づき相互協議を

申し立てた場合には、その国税の額（加算税を含む。）を限度として、申立者の申請に

基づき一定の期間に限り納税を猶予することができる。 
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事 前 確 認 

 

○ 事前確認とは、移転価格課税に関する予測可能性を確保する観点から、独立企業間価

格の算定方法等について、国税当局が事前に確認を行う手続。（昭和６２年に我が国が世

界に先駆け導入した施策） 

○ 納税者が確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税は行われない。 

○ 事前確認には、我が国単独のものと、外国当局との相互協議を伴うものがあり、相互

協議を伴う事前確認は、外国当局による移転価格課税に関する予測可能性も確保される。

（事前確認の多くは相互協議を伴うもので、その１件当たりの平均的な処理期間は２年

程度） 
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相 互 協 議 
 

○ 概要 

  移転価格課税に代表される国際的な二重課税の問題については、租税条約の規定に基づき、我が国税務当局と

相手国税務当局との相互協議によりその解決に努めている。 

  相互協議とは、租税条約の規定に適合しない課税等の解決を図るための条約締結国の「権限のある当局」間の

協議であり、我が国の締結した48の租税条約（59か国・地域に適用）すべてに相互協議規定が置かれている。 

  権限のある当局とは「財務大臣又は権限を与えられたその代理者」(例：日米租税条約第３条第１項k(i))とさ

れており、財務省組織令等に基づき、国税庁では、審議官（国際担当）が権限のある当局となっている。 

 

○ 相互協議の実施状況 

相互協議の発生件数は増加傾向にあるが、約 9割を移転価格に関する事案が占めており、中でも二重課税の未

然防止を目的とした事前確認に係る事案が増加している。 

 

○ 当面の課題 

  協議相手国の数も増加（平成 11事務年度の 14か国から、平成 21事務年度には 21か国に増加）してきており、

相互協議の経験が少なかった国との事案も増加傾向にある。 

 

○ 体制の充実 

・ 相互協議担当者（定員）の増員：19人（平成16年度）→ 33人（平成22年度） 

・ 国税庁に国際企画官を増設し、主に事前確認を担当（平成20年） 
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相互協議事案 事務年度別発生・処理・繰越件数 

(平成 19事務年度～平成 21事務年度) 

 

(単位：件) 

事務年度 事前確認 
移転価格 

課  税 
その他 合計 

平成 19 

発生 １１３ ３１ ９ １５３ 

処理 ８２ ３３ １０ １２５ 

繰越 ２２２ ５７ ２５ ３０４ 

平成 20 

発生 １３０ ３０ １４ １７４ 

処理 ９１ ２３ １３ １２７ 

繰越 ２６１ ６４ ２６ ３５１ 

平成 21 

発生 １４９ ２７    ７ １８３ 

処理 １０５ ３３ １６ １５４ 

繰越 ３０５ ５８ １７ ３８０ 

 

（注）1  事務年度は 7月 1 日から翌年 6月 30日までである。 

     2  発生件数は、納税者からの相互協議申立て又は相手国税務当局からの相互協議

の申入れがあった件数である。   

    3 合意後に発生した補償調整及び修正に係る相互協議は、再協議した年度の発生

件数としてカウントしている。 

4 処理件数は、相手国税務当局との合意、納税者による相互協議の申立ての取下

げ等により相互協議を終了した件数である。 
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④ＩＴ化への対応 



「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の概要 
 

  業務・システム最適化の意義 

業務・システム最適化とは、業務運営の簡素化・効率化やＩＴ活用による利便性

の向上等を図ることを目的として､業務やシステムを最適な状態にする、ＩＴを活用

した業務改革をいう。 

  最適化計画の策定 

国税庁では、「電子政府構築計画」に基づき、平成18年３月に「国税関係業務の

業務・システム最適化計画」を策定・公表（平成19年5月、平成20年5月及び平成22

年6月一部改定）。 

 

 

 

 

 

 

＜「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の基本理念及び主な施策＞ 

① 業務を的確に実施するための事務処理の簡素化・効率化 ⇒ 内部事務の一元化 

② ＩＴ活用による納税者利便性の向上等 ⇒ ｅ－Ｔａｘの機能・運用の改善 

③ ＩＴ活用による調査・滞納整理に関するシステムの高度化 

④ システムの安定性・信頼性及び情報セキュリティの確保 ⇒ ＫＳＫシステムのバックアップ 

センタの設置 

⑤ システム関係経費の削減及び調達の透明性の確保 ⇒ ＫＳＫシステムのオープンシステム化 
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○　これまでの具体的な取組

③ 平成19年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書、給与所得の源泉徴収票等については、当該書類の提出又は提示

２． 法人税等の申告が集中する5月末の4日間（日曜日を除く）の受付時間を午後10時30分まで延長した。（平成21年5月実施）

　　7月実施）

２． e-Taxを利用することができるパソコンを税務署に設置し、e-Taxの利便性を体験してもらい、翌年以降、自宅などのパソコンから

　 e-Taxを利用してもらうことを目的とした施策を導入した。（平成20年1月実施）

　

２． 電子認証の普及拡大のため、電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除を創設した。（平成19年分から

　　に代えて、その記載内容を入力して送信することにより添付省略を可能とした。（平成20年1月実施）

１．税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名の省略を可能とした。
　  （平成19年1月実施）

１．平成18年分以降の所得税確定申告期間について、e-Taxの24時間受付を実施した。

１． e-Taxを利用した還付申告書について、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮した。（平成18年11月実施）

　平成22年分でいずれか1回適用）

  納税者利便の向上の観点から、第三者作成の添付書類そのものの送付を不要とした。

　　電子署名を付した上でオンライン送信を可能とした。（平成19年1月及び平成20年1月実施） 
① 「給与所得の源泉徴収票」、「特定口座年間取引報告書」及び「公的年金等の源泉徴収票」等については、源泉徴収義務者等の

② 法人の「事業年度等を変更した場合等の届出」及び「納税地の異動の届出」については、添付書類の送付を不要とした。（平成19年

添付書類 

電子署名 

インセンティブ措置 

利用可能時間 
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（注）１　翌年３月末日までに所得税の確定申告書を提出した人員数である。

　  　２　署の作成コーナー用PCからのe-Tax送信は、平成19年分から開始している。

　  　３　平成18年分以前のe-Taxによる提出人員は、未把握のため、利用件数で作成している。

ＩＴを利用した所得税確定申告書の提出人員

30 461 

1,307 
1,933 

2,306 

4 29 

197 

359 

488 
1,836 

3,310 

4,285 

544 

1,600 

929 

498 

375 

1,270 

1,618 

1,730 

1,977 

2,149 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

17 18 19 20 21 

(単位：千人) 

年分 

申告書提出人員 

1,848 

3,708 

5,999 

IT提出人員 

前年対比 

 118.9％      
作成コーナー用PC・書面 

国税庁ホームページ・e-Tax 

国税庁ホームページ・書面 

作成コーナー用PC・e-Tax 

8,077 

e-Taxでの提出人員 

  7,080千件 

前年対比  

 126.4％ 

作成ｺｰﾅｰ用PC 

での提出人員 

前年対比 

 129.5％ 

各種ソフト・e-Tax 

9,604 

自宅等からのe-Tax 

での提出人員 

  2,795千件 

前年対比  

 121.9％ 
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⑤事務の効率化等 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

納税者受付窓口の一本化 

受付窓口一本化前 受付窓口一本化後 

○ 納税証明書（その２） 
   （所得金額の証明） 

【個人又は法人課税部門】 

○ 納税証明書（その３） 
   （未納がないことの証明） 

【管理・徴収部門】 

○ 納税証明書（その４） 
   （滞納処分を受けたことのない証明） 

【管理・徴収部門】 

 
 
○ 納税証明書 
   （その１～その４） 

【管理運営部門】 

○ 納税証明書（その１） 
   （確定した納付税額の証明） 

【管理・徴収部門】 

  
 
 
 
○ 窓口関係事務 

  ・ 申告書等用紙の交付、収受 

  ・ 納税証明書の申請受付、交付 

  ・ 現金領収 

  ・ 各税の制度、手続などに関する 

    納税者からの相談（質問）への対応 

○ 申告書等処理事務 

  ・ 申告書等の入力、補正 

  ・ 徴収決定・還付手続 

  ・ 督促状の発付 

○ 納税者管理事務 

  ・ 転出入 

  ・ 各種届出書等の入力 

 
管理運営部門が行う

主な事務 

 

メリット：納税証明書の請求のほか、申告書等の受付、税金の納付、税に関する

一般的な相談も一つの窓口で対応するため、納税者の利便性が向上 

納税者受付窓口の一本化 
 

平平成成 2211 年年７７月月 かからら全全 国国のの 税税務務 署署でで、、 税税務務 署署内内のの 複複数数 のの 部部署署でで 行行っっ てていいたた 内内部部 事事務務をを 一一つつ のの部部 署署
（（管管理理 運運営営部部 門門））でで 一一体体 的的にに処処 理理すするる こことと にによよりり 事事務務 のの 効効率率化化 をを図図るる とととともも にに、、 窓窓口口のの 一一本本化化 にによよ
りり納納税税者者のの利利便便性性向向上上にに努努めめてていいまますす。。   
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３約 3,500人 

３約 3,900人 

約 6,800人 

約 32,400人 
○用紙の交付、収受（申告書等） 

○納税証明書の申請受付、交付(その２) 

○各税の制度、手続などに関する 

納税者からの相談（質問）への対応 

○申告書等の入力、補正 

○転出入手続  ○各種届出書等の入力 

 
○用紙の交付、収受（口座振替依頼書等） 

○納税証明書の申請受付、交付 (その１･３･４) 

○現金領収  ○徴収決定・還付手続 

○督促状の発付  ○転出入手続 

○各種届出書等の入力 

 

○事後処理  ○申告審査 

○源泉未納整理  ○税務相談（個別） 

調 査 事 務 

 
○事後処理  ○申告審査 

○源泉未納整理  ○税務相談（個別） 

【平成 21年 6月以前 】 【 現在(平成 21年 7月以降）】 

約 28,500人 

課

税

部

門 

管

理

運

営

部

門 

徴
収
部
門 

（管理事務） 

徴 収 事 務 

約 7,400人 

約 3,300人 

課

税

部

門 ○窓口関係事務 

 ・用紙の交付、収受 

 ・納税証明書の申請受付、交付 

 ・各税の制度、手続などに関する 

  納税者からの相談（質問）への対応 

・現金領収  

○申告書等処理事務 

 ・申告書等の入力、補正 

 ・徴収決定・還付手続 

 ・督促状の発付 

○納税者管理事務 

 ・転出入手続 

 ・各種届出書等の入力 

徴 収 事 務 

（内部事務） 

管
理
・
徴
収
部
門 

調 査 事 務 

（課税内部事務） 

効率的な事務処理体制の構築 
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